
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．３４ ２００６年０９月２６日 

 

バーレーン特許法施行細則の公布 

 

今バーレーンでは新たな特許法施行細則が２００６年５月１０日付官報に公布されました。 

その主な改正点は次のとおり、ご案内申し上げます。 

 

記 

１．外国特許（例えば、英国、EP など）に基づく特許確認登録制度を撤廃した。但し、旧法下に 

おいて既に出願や登録されている確認登録の特許権の効力は持続する。その存続期間は 

出願日から１５年であったが、経過措置の適用を受け年金納付により基礎となった外国 

特許の出願日から２０年まで延びた。 

 

２．年金納付制度の導入により、確認登録の特許権について年金を新法の施行細則の公布 

以降において毎年納付しなければならないが、バーレーン特許庁は、未だ年金納付を受け 

付けることや、その納付期限の設定を始めていない。追って、同庁より旧法下において登録 

された確認登録の特許リストが各代理人に送付される。 

 

３．施行日以降の新規特許出願については、特許権の存続期間は出願日若しくは優先日（優先 

権主張がある場合）から２０年、同新規実用新案出願については１０年に改正した。また、年金 

は権利付与後に毎年納付しなければならず、その起算日はバーレーンでの出願日である。 

年金納付期限日から６ヶ月の猶予期間において遅延料納付により年金追納は可能である。 

 

４．新法の施行細則においては、新たな出願に係る規定について未だ不明瞭な点がある。例えば、 

優先権主張期間は、パリ条約における優先権主張の場合は１年であるが、バーレーンにおいて 

は最先の優先日より６ヶ月である。これについてバーレーン特許庁による解釈が待たれている。 

 

以上 
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